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OMIC Food Safety Newsletter No. 589 Oct 6, 2023 
日本の食品安全情報をタイムリーに日本語とタイ語で解説するニュースレターです。 

=========================================================================================== 
★ 今週のトピックス（日本の厚生労働省からの情報） 

1. 最近の検査命令における追加実施項目                            (2023 年 9月中旬～下旬) 

通知 
対象食品 

(含加工食品) 
検査項目 区分 備考、参照 URL 

9/15 
マリ産 

ごまの種子 
総アフラトキシン 強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001146583.pdf 

基準値 10 µg/kg – ppb 

9/26 

スウェーデン産 

アーモンド又は 

ひまわりの種子を含

む食品 

総アフラトキシン 強化 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001150270.pdf 

基準値 10 µg/kg – ppb 

※検査対象条件等詳細につきましては、参照 URL をご確認ください。 

2. モニタリング検査の追加(違反による強化または検査命令解除による引下げ：検査頻度 30％) 

                          (2023 年 9 月中旬) 

通知 
対象食品 

(含加工食品) 
検査項目 区分 備考、参照 URL 

9/15 

オーストラリア産 

りんごジュース及び

原料用りんご果汁 

パツリン 解除 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001146584.pdf 

基準値 0.050 mg/kg – ppm 

※検査対象条件等詳細につきましては、参照 URL をご確認ください。 

★ RASFF マンスリーレポート 

EU におけるタイ産品の違反状況                                           (2023 年 9 月下旬) 
日付 届出国 届出理由 通知タイプ 

9/22 オランダ 鶏肉調製品中の塩素酸塩（8 件） 
border rejection 

notification 
 
★ スラッシュアイス飲料中のグリセロールに関するガイダンス（英国食品基準庁による情報） 

英国食品基準庁（FSA）は、スラッシュアイス飲料中のグリセロールに関する新たな事業者向けガイダ

ンスを発表し、4歳以下の子供に販売しないよう助言しました。また、10歳以下を対象とした無料の詰

め替えキャンペーンを実施しないよう小売店に伝えることについて、製造業者に助言しました。FSAの

リスク評価から、10歳未満の子供達はグリセロールに暴露されることで頭痛や病気になる可能性がある

ことが明らかになり、今回のガイダンスはその結果に基づいています。グリセロール中毒は、暴露量が

非常に多い場合に、ショック、低血糖、意識喪失を起こす可能性があることが示唆されています。 

※詳細は次のURLを御覧下さい。 

https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/not-suitable-for-under-4s-new-industry-guidance-

issued-on-glycerol-in-slush-ice-drinks 
 
★ 医薬品形状のスポーツサプリメントに関する規則変更（オーストラリアTGAによる情報） 

オーストラリア薬品・医薬品行政局（TGA）は2023年11月30日より、スポーツ、エクササイズ、レクリ

エーション活動用と表示されている医薬品形状（錠剤、カプセル、丸薬など）のスポーツサプリメント

を「医療用品」として規制します。スポーツサプリメントは、以前は全て食品として扱われていました

が、このうち高リスク成分や世界アンチ・ドーピング規定禁止表国際基準の対象成分を含む製品、そし

て医薬品の形状をしている製品については「医療用品」とする規則が2020年に制定されました。その際

に高リスク成分を含む製品以外については3年間の移行期間が設けられ、2023年11月30日にその期間が

終了します。 

※詳細は下記URLを御覧下さい。                

https://www.tga.gov.au/news/news/changes-regulation-sports-supplements-medicinal-dosage-

forms 

※次号のOMIC Food Safety Newsletter No.590の発行は、2023年10月27日とさせて頂きます。 

以降のスケジュールについて、2023年11月以降は毎月1回発行を予定しております。 
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